
許可申 等の について

の こついて

国土交通省 九州地方整備局
(令和3年4月 版)
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建設業許可の申請及び変更の届出をする際には、申請 (届 出)内容に応じて、確認資料を
提出する必要があります。
確認資料の提出部菫 1主二_墨で、_申請書、変更屋と二績1二提出してください。

な室|二提出Lされ1■書類Ω返理重上主主L主せん。_

《注意》
「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」は確認書類ではなく、法定書類です。
申請書等と併せて原本をご提出ください。
※令和2年4月 から令第3条に規定する使用人の常勤性、権限を確認する資料の提出は省

かれていますが、「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」は必要となりますので
ご注意ください。

確認資料は、下記の申請 (届 出)内容に応じた確認事項について必要となります。
具体的な資料については次ページ以降を参照してください。

0… 提出必要
△…・当該申請により、業種を追加する営業所及び追加される業種を担当する技術者に係るもの
※…・前回の許可申請時(申請の区分は間わない)において、既に経管者として置かれていたものであつて、その経

験年数が6年以上である場合には、前回の許可申請時に提出した経営業務の管理責任者証明書 (様式第フ
号 )の写しをもつてかえることができる。

◆… 変更があつた場合などに必要
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豊数Li匿理胆蚤鐘盤
下記をご提出ください。

①事業所名の記載のある健康保険被保険者証(両面)の写し
業 希 偉 輸 着 襲 f太 え ∩ヽ 静 暑・ ・        .● li   l  . キングしてください。

※裏面には、記載住所により「11 .|   ‐      」を確認

します。確認できない場合は、別途、併せて、公共料金の領収証 (写し)等、

氏名及び現住所が確認できるものを提出してください。

※出向者である場合には、出向元と締結している「出向協定書」をあわせて

提出してください。(出 向者氏名の記載がない場合には、出向辞令も必要 )

事業所名の記載のない場合、■■‐■■|■|、 次のうちいづれか一つを追加で提出して下さい。

ア 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの )

イ 健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」

ウ 健康保険“厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの )

工 確定申告書 (法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの))

経駐を三醒田藍遺盤

②経験時の役職に応じて、以下の表のうち、a)及豆 b)の資料

※ 許可を有していない期間中については、1年に1件以上の契約書等の写し

◎「準ずる地位」、「補佐した経験」については個別に判断しますので、事前にご相談下さい。
詳細は、「建設業許可事務ガイドライン」をご確認ください。

経験時の役職 a)経験期間、地位の確認資料 b)経験業種の確認資料 ※

商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書
閉鎖登記簿謄本
※上記については、原本が必要となります。

経験期間中の許可通知書の

写し
法人役員

就退任時の変更届出書の写し
・変更届出書
・令第3条に規定する使用人の一覧表
・令第3条に規定する使用人の略歴書

申請書様式の別紙2(1)の写し令第3条に規定
する使用人

所得税確定申告書 (控 )の写し
経験期間中の許可通知書の

写し
個人事業主
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豊劉 LI額醐胆五資豊
下記をご提出ください。

①事業所名の記載のある健康保険被保険者証(両面)の写し

X撤歯:握:彗:髪:塾[塾:込立Ω:記.量」:壁:監≦ヨl劉l貪豊登」量L塁:ニヱ丞主:2`2L:塾(ユi避:曼ニ
※裏面には、記載住所により電磁逓整餞鶏証襲弘ユニ上蚤鵡握n」を確認
します。確認できない場合は、別途、併せて、公共料金の領収証(写し)等、
氏名及び現住所が確認できるものを提出してください。

※出向者である場合には、出向元と締結している「出向協定書」をあわせて

提出してください。(出 向者氏名の記載がない場合には、出向辞令も必要)

事業所名の記載のない場合、■11 ‐■■、次のうちいづれか一つを追加で提出して下さい。

ア 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの )

イ 健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」

ウ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの )

工 確定申告書 (法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの))

菫麹経」磁盤塵題壼遺盤 幽 盤塑里匡盤塾贔鯉盛鐘
=

下記②、③の両方をご提出ください。
米』類 k」該当劇 E匙[選晟壼餞墨

`【
」該』菫醸瓢重白皇し:襲」盗こ』重監認Ω==I襲i鷺&:で(麗L趣4L=

菫」L=旦
=」

題固,ユ…盤日の菫壺甦LΩ贈望監:聾義整工澄ヨ菫んュ
※実務経験証明書は自己証明は認められません。ただし、会社の解散の場合は当該事実を証明できる

他の者 (当 時の取締役、当時の役員の行方が不明な場合は本人が証明。この時実印をもつて証明し、

閉鎖登記簿と印鑑証明書が必要)の証明を得ること(印鑑証明は発行後3ヶ月以内のもの)

② 実務経験の内容を証明するもの
ア 証明者が建設業許可を有している期間については建設業許可通知書の写し
イ 証明者が建設業許可を有していない期間については契約書等(請求書は不可)

③ 実務経験期間中の常勤を確認できるものとして以下のうちのいずれか一つ

ア 健康保険被保険者証の写し

X墨」壁≧』亜」墨L上」董[墓i旦塵呈型」匡』l旦』堕[重l重:星[生L≦[■」望【量:型[重[==星」豊壼」選讐璽」」讐墨壼二重L墜型」左」≧
国整錘

イ ねんきん特別便の写し又は被保険者記録照会回答票、厚生年金加入期間証明書
ウ 住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分)

雌:理!封1監農|[11笠i羞_題1饉1理1険圭1量1圧1星:主:孟l選:運|■ 1璽を重:理:璽:基箋:艶」笙l昼:塁1監・菫:菫:基:塁:垂:望:菫:塑」塾:工!

④ 指導監督的実務経験証明書の内容欄に重重し上工豊全二L2堕二Q契幽豊笠
⑤ 指導監督的実務経験証明期間の常勤を確認できるもの(上記③参照)

⑥ 指導監督した立場が確認できる資料
(施工体制台帳、コリンズ等に技術者が指導的立場として記載あるもの)
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X実:陽銀:象」:塵i幽:漬:議l止」方±1主2知

`以

:盗旦

I含量屋 :虹ょ撻圧l壺:れ止E』1壁:塁::⊆1■空:くコ五くな【整週奎i五経菫:」:拠!塗量:とする。
月ごとに記載する場合は、合計年数は、実務経験年数欄の月数を1月 落として計算するc

空白期間がない場合は、1年ごとにまとめて1行に記載することも可とする。
ただし、合理的な理由があればこの限りではない。

【計算・記載例】
(月 ごとに記載する場合)

平成18年 4月 ～5月 → 1月 計算

(1年ごとに1行記載する場合)

OO工事 他○件 平成18年 4月 ～平成19年 3月  1年
空血囲躍勲亜曖饉彊当ムL」_笠上Lど【l註黛

=C壼
豊1lLL立注壺正主登こと五

【注意事項】
(同一期間の複数業種の経験)

鵬露黎経書禽証襲露二:=:L」コ【理L…El=:菫固二お塾工他の』:躍i塑餞:顎越:Lご【塁,記[裁至コL
と二L工撞轟監貴豊堕ヨ蜜饉議薔盤1三二⊇量I⊆1よ重」園底コ[饉韓
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(:|:lilill:|:」 |:|!|:】 li:i:|:lil::lliL:|:|:i」:LIL“ :|]|::::|:lii」[i:L)

」固I圏饉餞霊星littl艶幽量塑血ム劇廻数盤饉l翌
下記①、②の塾ゴ上金=2を

ご提出ください。

①健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
②健康保険及び厚生年金保険の納入証明書(原本)

※いずれも、申請時の直前のものであること
※様式第7号の3の「事業所整理番号等」欄には、事業所整理記号及び事業所番号

を連続して記載する。ただし、個別の組合の場合は、組合名のみ記載する。

記載にあたってはt上記添付資料の記号番号等との整合を確認すること。

展風倒幽劇屁L錮國整五童盤
下記①、②のユ」L全二2をご提出ください。

①労働保険概算・確定保険料申告書の控え+これにより申告した保険料の
納入に係る領収済通知書 (両方必要)

②雇用保険料納入証明書等 (原本)

※いずれも、申請時の直前のものであること
※様式第7号の3の「事業所整理番号等」欄には、労働保険番号を記載する。
記載にあたっては、上記添付資料の番号との整合を確認すること。
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主:奎麺国墜Lζ遁囲壼m聖薗誰通二五亜」墨:型騒翌

営業所 (本店及び支店等)の写真※3ヶ月以内に撮影したもの。

(申請 (届出)時の状況を撮影し、営業所名、撮影年月日を明記すること)

・外観全景  (看板等を確認できるもの )

(※オフィスビルに入居の場合には、入居者案内板等の写真も必要)

・入口付近  (表札等を確認できるもの )

・ 内部全景  (電話、机等 什器備品等を確認できるもの )

・建設業の許可票  (標識の記載内容が判読可能なもの )

(建設業法第40条に規定する標識 ※新規許可申請及び許可換え新規申請の場合は不要)

(営業所の新設の場合も必要です )

※ 写真台紙に自己所有又は賃貸借等の別を記載すること(別』護肇皇 a組波壺憂監主登型
‐∴111‐ ‐・ 11111il.___・.|.11 _ ~==    ・ ●11‐

‐ |    ・・

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局

建政部 建設産業課 建設業係
TEL 092-471-6331

九州地方整備局建政部HP
http://www.qsr.m‖ t.gojp/n―park/
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◎ 常勤性について

Ql 住 する必要があ
′,

Al令和2年4月 から住民麗也≧蔓≧量主盃里となりました。事業者名の記載のある健康保険被保険者証 (両

の写しをご提出ください。こちらで、現住所を確認します。

Q3

A3出向者である場合には、出向元と締結している「出向協定書」をあわせて提出してください。(出 向者
氏名の記載がない場合には、出向辞令も必要 )

◎ 常勤役員等 (経管等)の経験について

Q4

A4同じものを確認資料としても提出する必要はありませんが、商業登記簿謄本等で、必要となる経験期
間を充足していなければ、開鎖登記簿騰本等のその他の資料が必要になります。

A5原本を提出願います。

◎ 専技の経験について

Q6

A6 来ません。 場ヽ合には、当該工事のエ

下さい。

◎ 令3条使用人の権限について

Aフ 令和2年4月 から、令3条の使用人については、常勤の確認資料、委任状の提出は不要となりまし
た。
但し、ガイドラインに定めているように、三.定CttL画≦2豊とLl奎嚢:コi猛庭[⊆≧量言ばll史_:L孟≦EL堕塵聾二従壺上【
い登童がこれに該当すると記載がありますのでご留意ください。

◎ 営業所の存在について

A8可能です。ただし、「営業所の名称」、「撮影 日」、「自己所有・賃貸借の別」を明記してください。

は郵便ポスト等、そのマンションに入居していることが確

◎ 全般

つ
・

つ
・

A9

出向者である場合、事業者名の記載のある健康保険被保険者証を提出できない場合の資料は?

つし

いる場合、

が無い場合、 こよる証明や過去に提出
することで代用可能か?

の か

ており、マンションには看板等が無し すればいい
つ
・

011

All皇誼旦」建乞農以内のものをご提出下さい。

日 ，
・

A12提出された書類の返却はいたしません c

Ql

るQ&A

商業登記簿騰本又

05

Q8

場ヽ合、
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